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1. はじめに 

本マニュアルでは、PC端末を使い、フィールドマッチング上で⼟地や物件を出品する⼿順を説明します。 

（スマートフォン版は、表⽰画⾯・レイアウトが若⼲異なりますが、操作⼿順は同じです。） 

2. 事前準備 

2-1. 新規会員登録作業 

No. 作業内容 画⾯ 

2-1-1 フィールドマッチングの公式サイト 

( https://fieldmatching.klc1809.co

m/ ) にアクセスし、「新規登録/ログ

イン」をクリックします。 

 

【Point】 

インターネットで「フィールドマッチ

ング」と検索しても、同じ画⾯に遷移

できます。 

 

2-1-2 画⾯が変わったら、「会員登録をす

る」をクリックします。 

 

2-1-3 ご⾃⾝のメールアドレスを⼊⼒し、「続

⾏する」をクリックします。 

 

 

 

 

https://fieldmatching.klc1809.com/
https://fieldmatching.klc1809.com/
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2-1-4 右記画⾯が出てきた後、ご⾃⾝のメー

ルアドレスの受信トレイを確認し、フ

ィールドマッチングから届いているメ

ールを開きます。 

 

【Point】 
メールが届いていない場合は以下の原因

が考えられます 

1. メールアドレスが間違っている 

→⼊⼒いただいたメールアドレスを

再度ご確認ください 

2. 迷惑メールに振り分けられている 

→迷惑メールをご確認ください 

 

2-1-5 受信トレイの中に届いたメールに記載

されたリンクをクリックします。 

 

2-1-6 「ニックネーム」、「パスワード」、

「パスワード再⼊⼒」欄を⼊⼒しま

す。⼊⼒内容を確認し、「プライバシ

ーポリシーに同意する」にチェックを

⼊れたあと「登録する」ボタンを押し

ます。 

 

【Point】 

ニックネームは⾃由ですが、なるべく

本名ではなく、個⼈情報の特定に繋が

らないものをお勧めしています。 
 

2-1-7 登録したメールアドレスに会員登録完

了のお知らせが届いたら完了です。 
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2-2. 個⼈情報の⼊⼒/本⼈確認申請 

No. 作業内容 画⾯ 

2-2-1 フィールドマッチングのトップページ

から「ログイン」をクリックします。 

 

2-2-2 登録したメールアドレスとパスワード

を⼊⼒してログインします。 

 

2-2-3 ログイン後、右上の⼈型のアイコンを

クリックします。 

 

2-2-4 画⾯右側に表⽰される「会員情報の修

正」をクリックします。 
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2-2-5 「会員情報の修正」画⾯が開きます。

項⽬に従って、ご⾃⾝の情報を⼊⼒く

ださい。 

【Point】 

右の画⾯は個⼈会員の修正画⾯です。 

法⼈の場合は、右上の法⼈にチェック

を⼊れてください 

 

2-2-6 ⼊⼒完了後、「修正する」をクリック

します。 

 

2-2-7 次に画⾯左の項⽬内の①「本⼈確認書

類の提出」をクリックします。 

次に、②「＋」をクリックし、本⼈確

認書類（マイナンバーカード・運転免

許証・住所の記載があるパスポートな

ど）をアップロードします。 

アップロード完了後、③「本⼈確認書

類を提出する」をクリックします。 

 

【Point】 

アップロード⽅法の詳細は、画⾯下に

記載していますのでご確認ください。 
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2-2-8 右の画⾯が出てきたら、問題なく提出

が完了しています。後⽇メールで事務

局による本⼈確認結果の連絡がありま

すので、お待ちください 

 (最⼤３営業⽇) 

 

2-2-9 本⼈確認が承認された場合は、登録ア

ドレスに承認通知のメールが届きま

す。 

（本⼈確認が却下された場合は、登録

アドレスに却下理由を含めてメールが

届きます） 

▼承認された場合のメール画⾯ 

 
▼却下された場合のメール画⾯ 
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2-2-1

0 

本⼈確認完了後は、右の画⾯に切り替

わっています。これで本⼈確認は完了

です。 
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3. 物件情報の⼊⼒/編集 

3-1. 物件情報の⼊⼒ 

No. 作業内容 画⾯ 

3-1-1 ログイン後、右上の⼈型のアイコンを

クリックします。 

【Point】 

ログインがお済みでない⽅は、2-2-1

~2-2-2の⼿順でログインしてくださ

い。 

 

3-1-2 画⾯右側に表⽰される「物件登録」を

クリックします。 

 

3-1-3 事前に、以下の情報や書類を準備し、

「次にすすむ」をクリックします。 

▼必要なもの 

・固定資産税の課税明細書 

・固定資産評価証明書 

・名寄帳 

【Point】 

⼟地の地番、⾯積、地⽬、不動産評価

額、固定資産税額が分かれば、どの書

類でも問題ありません。 

 

▼あると反響アップが期待できるもの 

・現地の写真 

・現地の情報 

（建物／境界／道路の有無） 
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3-1-4 重要事項申告に関する必要な項⽬を⼊

⼒し、「次にすすむ」をクリックしま

す。 

 

【Point】 

「あなたは所有者本⼈ですか︖」 

 について、所有者本⼈ではない例 

例1）不動産所有者が法⼈の場合で、 

その従業員 

例2) 不動産所有者の親族、家族 

 

以下の場合には、買い⼿が⾒つかって

も売買無効になる場合がありますので

ご注意ください。 

・相続登記が完了していない場合 

・共有者の承認を得られていない場合 

・所有者本⼈が認知症である場合 

・所有者本⼈が反社会的勢⼒の関係者

である場合 
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3-1-5 物件の基本情報を⼊⼒し、「次にすす

む」をクリックします。 

 

【Point】 

・売却希望⾦額の設定にあたっては、 

① 出品中の物件の販売中／成約⾦額

を参考にする 

② 固定資産評価額を⽬安にする 

などを⼀つの判断材料にしている⽅が

多い傾向にあります。 

※出品後、反響を⾒ながら変更するこ

とも可能です。 

 

・固定資産税や評価額は、なるべく最

新の数字を⼊⼒してください。 

（昔の⾦額しか分からない場合は、こ

のあと出てくるプロフィール欄等の⾃

由記述欄に記載してください） 

 

・各項⽬の意味がわからない場合は、

各項⽬横にある「︖」マークをクリッ

クしてください。項⽬の詳細が表⽰さ

れます。 

 

・14ページに、⼊⼒時のワンポイン

トアドバイス⼀覧もご⽤意していま

す。併せてご参照ください。 
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3-1-6 物件の詳細情報を⼊⼒し、「次にすす

む」をクリックします。 

 

【Point】 

・資料等を基に証明できる・把握して

いる情報から明⾔できる内容以外

は、”不明”を選択するのが望ましいで

しょう。 

 

・各項⽬の意味がわからない場合は、

各項⽬横にある「︖」マークをクリッ

クしてください。項⽬の詳細が表⽰さ

れます。 

 

・⽂章記載枠に、グレー⽂字のサンプ

ル⽂章が記載されていますので、⼊⼒

する際の参考にしてください。 
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3-1-7 物件の特徴を⼊⼒し、「次にすすむ」

をクリックします。 

 

【Point】 

・写真はできるだけ掲載したほうがよ

いですが、1枚もなくても物件公開は

可能です。 

 

・物件タイトルやプロフィール等は、

他の出品中物件や成約済み物件を参考

にすると効率的に⼊⼒できます。 

 

・タグは、該当する内容を多くチェ

ックするほど、反響アップを期待でき

ます。 

 

・各項⽬の意味がわからない場合は、

各項⽬横にある「︖」マークをクリッ

クしてください。項⽬の詳細が表⽰さ

れます。 

 

・⽂章記載枠に、グレー⽂字のサンプ

ル⽂章が記載されていますので、⼊⼒

する際の参考にしてください。 
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3-1-8 ⼊⼒した情報を確認し、「不備がない

ことを確認しました」の左にあるチェ

ックボックスをクリックします。 

次に、その下の「物件を公開する」を

クリックします。 

これで物件登録が完了し、物件が公開

された状態となります。 

 

公開後は、購⼊希望者から問い合わせ

が発⽣する場合があるので、適宜対応

をお願いします。 

 

問い合わせがあった場合、登録アドレ

スに通知が来るため、メールが来てい

ないかこまめにご確認をお願いしま

す。 

 

【Point】 

・サイト上でどのように物件情報が公

開されるかを確認したい場合は、「物

件画⾯をプレビュー」をクリックする

ことで物件ページの確認ができます。 

 

・物件の公開はせずに、下書きの状態

としておきたい場合は、「下書き保

存」のボタンをクリックしてくださ

い。（下書きの編集は3-2-3をご確認

ください） 
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▼ワンポイントアドバイス   

つまづきポイント アドバイス 

物件の場所がわから

ない 

物件の場所もわからないのに、⼟地なんて売れるはずがない︕そう思っている⼈も多いの

ではないでしょうか︖ 

安⼼してください。フィールドマッチングで売買が成⽴している物件のほとんどは境界不

明確な⼟地ですし、おおよその場所の把握しかできていないような⼟地でも、実際に売買

が成⽴しています。 

ポイントは「⼟地の詳細な場所がわかっていない」と、正直に登録情報に記載することで

す。そうすれば、その前提条件のもと購⼊を検討する買い⼿からのみ問い合わせがくるこ

とになります 

物件価格の設定 物件価格で迷われる⽅も多いのではないでしょうか︖ 

当たり前ではありますが、物件価格が安ければ安いほど売れやすく、当サイトで⼀番売れ

ている物件の価格帯は、おおよそ「１円〜３０万円」です。 

尚、売り⼿は登記費⽤（１１万円〜）を⽀払う必要があるので、⾚字にならないように売

却するには１２万円以上での値付けがおすすめです。 

アピールポイント ⾃由記⼊欄に何を書けばいいかわからない︕そんな⽅も多いのではないでしょうか︖ 

フィールドマッチングでよく売れる物件は、「訳ありだけど安い」「接道がある」「固定

資産税などの維持管理費が安い」「物件活⽤の⾃由度が⾼い」などの特徴があります。 

どのようにアピールするか迷う時には、成約済み物件の物件情報ページをチェックしてみ

ると、たくさんのヒントが眠っています。ぜひ参考にしてみてください。 

物件写真の選定 より早く売却するために、物件の写真が⼿元にない場合も、なんらかの写真を掲載するこ

とが好ましいです。 

地図アプリなどで該当地付近の航空写真を切り取り、物件写真として利⽤しているユーザ

ーも多くいます。 

買い⼿の⽅に、少しでも具体的に⼟地のことを感じてもらうために、できる限りの準備を

しましょう。 
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3-2. 物件情報の編集 

公開した物件は、マイページの「出品物件⼀覧」からいつでも確認可能で、⼊⼒した情報の編集／⾮公開

化も可能です。本項⽬では、物件公開後の物件情報の編集⼿順を記載しています。 

ただし、購⼊希望者から⼀度でも「購⼊意思表⽰」があった場合、契約⼿続き開始後の情報編集を防ぐた

めに、⼀切の編集ができなくなるので気をつけましょう。 

※ 物件情報の編集ができなくて困った時には、事務局へお知らせください。 

https://fieldmatching.klc1809.com/contact/ 

No. 作業内容 画⾯ 

3-2-1 ログイン後、右上の⼈型のアイコンを

クリックします。 

 

3-2-2 「出品物件⼀覧」をクリックします。 

 

3-2-3 「登録情報を確認/編集する」をクリ

ックする 

 

【Point】 

下書きを編集する場合は、「未登録

(下書き)の物件⼀覧」をクリックし、

表⽰される物件を編集してください。 
 

 

 

 

https://fieldmatching.klc1809.com/contact/
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3-2-4 修正したい項⽬の横に記載された「編

集する」をクリックすることで、各項

⽬が修正できるようになります。 

 

3-2-5 修正したい項⽬を修正後、「変更を保

存する」をクリックしてください。 

これで変更完了です。 
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4. 取引チャット 

4-1. 買主から問い合わせ対応 

物件公開後は、購⼊希望者から「取引チャット」で連絡が届きます。 

（登録メールアドレス宛にも、連絡があった旨の通知メールが届きます） 

慣れないやりとりで不安を覚えるかもしれませんが、どうかご安⼼ください。 

わかることはしっかりと事実を伝えて、わからないことは「分からない」と伝えていくことで、お互いの信頼を築い

ていくことができます。 

「不動産売買のキホン」として、気をつけなければいけないポイント7つをご紹介しておりますので、ぜひご⼀読い

ただき、不動産売買についての理解を深めてみてください。 

「不動産売買のキホン」 

https://fieldmatching.klc1809.com/fundamental/ 

 

No. 作業内容 画⾯ 

4-1-1 ログイン後、右上の⼈型のアイコンを

クリックします。 

 

4-1-2 「取引チャット」をクリックします。 

 

 

https://fieldmatching.klc1809.com/fundamental/
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4-1-3 画⾯左側の「取引チャット⼀覧」に買

主からの問い合わせ⼀覧が表⽰される

ので、確認したい内容をクリックしま

す。 

 

4-1-4 画⾯右側に問い合わせ内容が表⽰され

ます。背景がグレーになっているメッ

セージが買主からの問い合わせ内容、

背景が⻩⾊になっているメッセージに

事務局からのアドバイスや進め⽅が書

かれています。参考にしてください。 

 

4-1-5 問い合わせに返信しましょう。 

画⾯下部の緑枠の中に⼊⼒し、「投

稿」ボタンを押します。 

 

 

4-1-6 「投稿する」を押したら返信完了で

す。売主様からの質問があれば続けて

送っても問題ありません。 
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4-1-7 写真、地図、関連資料等のファイルを

送りたい時は「ファイル添付」をクリ

ックします。 

 

【Point】 

携帯からログインしている⽅は「取引

作業⼀覧」をクリックした後「ファイ

ル添付」を押してください。 
 

4-1-8 右記画⾯が開いたら、ファイルの保管

場所から送りたいファイルを選択し、

「開く」を押します。 

（右画⾯は、「ダウンロード」フォル

ダ内に送りたいファイルがある場合で

す） 

 

【Point】 
複数のファイルがある場合は、１枚ずつ

アップロードするか、zipファイル等にま

とめてアップロードをお願いします。 

※添付できるファイルの種類︓PDF、jp

g、png、zip、doc、xls、txt 

※上限20MBまで 

 

4-1-9 元の画⾯に戻るので、緑枠の上部にフ

ァイルが表⽰されているのを確認し、

「投稿」を押します。 

 

※ファイルを誤った場合は、ファイル

右上の⾚い×マークを押すと消えま

す。再度4-1-7からやり直してくださ

い。 
 

 

 

 

 

③ 

①  

②  
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4-2. 契約書作成 

買主が購⼊希望の意思表⽰をしたら、契約書の作成を進めます。 

事前に確認しておきたいことは、契約前に漏れなく確認しておきましょう。 

まずは草案を作成し、買主との確認を複数回繰り返した後、契約書合意となることが⼀般的です。 

 

No. 作業内容 画⾯ 

4-2-1 ログイン後、右上の⼈型のアイコンを

クリックします。 

 

4-2-2 「取引チャット」をクリックします。 

 

4-2-3 画⾯左側の「取引チャット⼀覧」から

該当のチャットをクリックします。 
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4-2-4 買主が購⼊意思表⽰をすると画⾯左下

に新たに⾚いボタンが表⽰されますの

で「売買契約書作成」をクリックしま

す。 

 

【Point】 

本⼈確認が完了していない場合は本⼈

確認を先に⾏ってください。（本マニ

ュアルP.4参照） 

 

4-2-5 売買契約書編集画⾯が表⽰されます。 

契約条⽂・特約は、出品時に登録した

物件情報に基づいて⾃動的に作成され

ていますが、実際の状態に合わせて、

適宜加筆・修正することができます。 

 

4-2-6 「対象物件の情報を編集する」からは

物件筆数や⾯積などを編集できます。

取引を進めていく中で、売買対象筆数

が増減した場合、契約書作成時にも修

正が可能です。 

契約書に記載したい伝達事項がある場

合は「個別事象を編集する」をクリッ

クし、4-2-7以降に進んでください。  
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4-2-7 「項⽬選択画⾯へ」をクリックすると

よくある事例が表⽰されます。 

 

4-2-8 該当の項⽬があればチェックを⼊れ、

「反映する」をクリックします。 

  

 

4-2-9 その他⼊⼒したい内容があれば「個別

事象（⾃由⼊⼒）」欄へ記載し、「編

集する」を押します。 

 

4-2-1

0 

すべての編集が完了したら、「契約書

プレビュー（PDF）」を押すと作成し

た契約書が確認できます。 

 

【Point】 

PDFの作成には時間がかかります。 
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ボタンクリック後、しばらくお待ちく

ださい。 

 

4-2-1

1 

契約内容に誤りがないか確認します。 

 

4-2-1

2 

元の画⾯に戻り、「契約書案を買い主

に表⽰」を押します。 
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4-2-1

3 

買主に契約書草案が送られます。 

 

4-2-1

4 

修正や追記がある場合は取引チャット

で買主とやり取りします。 

「契約合意」ボタンを押すまでは何度

でも「契約書内容を修正」から修正が

可能です。 

4-2-4から4-2-13を繰り返します。 

 

4-3. 契約合意 

No. 作業内容 画⾯ 

4-3-1 買主との確認が終了し、作成された契

約書の内容で契約する場合は、「契約

合意」に進みます。 

まず売主から合意⼿続きを⾏い、その

後買主が⼿続きをする流れです。 

 

4-3-2 画⾯が変わったら、合意した契約書の

選択に進みます。 

「契約書を選択」の欄をクリックする

と、買主との間で作成・提⽰した契約

書データの履歴⼀覧が出てきます。 

履歴⼀覧の中から、実際に契約時に使

⽤したいバージョンを選択します。 
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4-3-3 「契約書を確認する」を押し、ダウン

ロードされた契約書の中⾝を確認しま

す。 

 

  

 

4-3-4 「契約書を確認しました」にチェック

を⼊れます。 

 

4-3-5 料⾦についての記載を確認後、「料⾦

について確認しました」にチェックを

⼊れ、「この内容で合意する」をクリ

ックします。 

 

4-3-6 「はい」をクリックします。 
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4-3-7 以上で⼿続きは完了です。 

この後買主も合意⼿続きを⾏い、契約

成⽴です。 

 

【Point】 

買主の契約合意時には、買主によるシ

ステム利⽤料の⽀払いが必要です。  

 

 

 

5. 名義変更⼿続き 

No. 作業内容 

5-1-1 買主によるシステム利⽤料⽀払い完了後、当サイト選任の司法書⼠事務所からメール・電話による名義変

更の⼿続き案内が開始されます。 

司法書⼠からの案内に従って⼿続きを進めてください。 

 

【⼤まかな流れ】（詳細は司法書⼠からのご案内を参照ください） 

① 紙⾯での契約書の取り交わし（郵送） 

② ①と並⾏し、名義変更に必要な書類の準備（郵送） 

③ 司法書⼠による本⼈確認（電話） 

④ 売買代⾦の決済（買主から売主へ銀⾏振込） 

⑤ 司法書⼠報酬の決済（売主から司法書⼠事務所へ銀⾏振込） 

⑥ 登記申請 

⑦ 法務局による登記反映後、登記完了のお知らせ（郵送） 
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6. よくある質問と対処⽅法 

よくある質問 対処⽅法 

売り⼿としての不安事項 

信頼していい相⼿かどうか⾒極めるコツはあります

か︖ 

  

 

メッセージのやりとりだけで、相⼿の良し悪しを判断する

ことは⾮常に難しいですが、判断する際の要素として、 

・常識的な⽂章表現や、相⼿に対しての思いやりや 

 配慮を感じられるメッセージか 

・購⼊⽬的を聞いてみて、それが具体的な利⽤⽬的か 

 （売り⼿としてもイメージの沸く利⽤計画か） 

・不⾃然に急いでいるようなことはないか 

等は⽬安になります。 

 

どうしても不安な場合は「状況が変わり売却活動を中⽌し

た」とお断りすることもひとつの⽅法です。 

売買後のトラブルをなるべく抑えるためには︖ 

  

契約を急ぎたい気持ちが先⾏して、買い⼿が現地を確認し

ないまま売買した場合、契約後にトラブルが発⽣するリス

クが⾮常に⾼まります。 

購⼊検討者が現れたときには、必ず買い⼿には契約前に現

地を確認してもらうことを徹底しましょう。 

（現地確認せずに契約する場合は、契約後に”現地がイメ

ージと違った”といった等のリスクがあることを⼗分に理

解して貰えていることを確認した上で契約を進めましょ

う。） 

相⼿⽅から、「取引チャットではなく、直接メール

や電話で交渉しましょう」と持ち掛けられました。 

 

 

 

 

 

 

 

取引チャット外でのやりとりをきっかけにして、強引な営

業や交渉等をされるトラブルが多発しています。⽴会いに

よる⾒学で直接会う約束を取る場合や、鍵の授受をするた

めの⼀時的なやりとり等を除き、安全のために取引チャッ

ト外でのやりとりはお控えください。 

尚、取引チャット外で交渉や契約を進める⾏為は、利⽤規

約でも禁⽌されており、違約⾦等の対象になる場合があり

ます。 
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購⼊検討の問合せが増えません／全くありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下を試すことで、問合せを増やせる可能性があります。 

・売買⾦額を⾒直す 

・物件プロフィールの情報量を充実させる 

・物件写真を掲載する 

※フィールドマッチング内で成約済みの物件を検索して、

それらの売買条件や物件情報を参考にすると、効率的に再

検討できます。 

 

 

 

農地も売れますか︖ 農地の売買には農地法の制約があるため、売買には、該当

地の農業委員会から許可証を取得する必要があります。売

主買主の当事者間でやりとりし、農業委員会への申請をお

願いします。許可証取得後、名義変更が可能となります。 

売却活動を中⽌したので物件を⾮公開にしたい。 3-2-3の「登録情報を確認/編集する」から⾮公開にできま

す。ただし、1件でも購⼊意思表⽰があると売主で⾮公開

にできないため、その場合は、事務局へお問い合わせくだ

さい。 

複数⼈から問い合わせがあった場合はどうすればい

いですか︖ 

同時期に複数の購⼊希望者が現れた際には、 

売主の判断のもとで、先着順や、期間を定めたオークショ

ン形式を取るなどでご対応ください。 

取引相⼿⽅からの質問 

相⼿⽅から、「取引チャットに写真や資料を添付す

る仕⽅が分からない」と質問されました。 

取引チャットのメッセージ欄の左上にある、「ファイル添

付」から添付・送信できる旨をご案内ください。 
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相⼿⽅から、「購⼊申込をしたいが、次はどんな操

作をしたらよいかわからない」と質問されました。 

取引チャットのメッセージ欄右上にある、「購⼊意思表

⽰」ボタンを押す必要がある旨をご案内ください。 

※売り⼿側の取引チャットには、購⼊意思表⽰ボタンは表

⽰されません。 

 
※注意※ 

相⼿⽅が本⼈確認を完了していない場合、購⼊意思表⽰ボ

タンが表⽰されない／ボタンを押せない状態の可能性もあ

ります。 

契約の話を進めている購⼊希望者がいるので、新規

問い合わせ受付を⼀旦停⽌したい。 

⼤変申し訳ありませんが、新規問い合わせ受付の⼀旦停⽌

機能はございません。お⼿数ではございますが、取引チャ

ットにて「新規受付停⽌中」とお返事いただけますと幸い

です。 

尚、契約合意完了以降は、新規問い合わせ受付は完全に停

⽌します。 

 

 


